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〈営業店確認方式をご利用の場合〉

第2条（データ伝送手続）

3. 当社は、本人確認のためのセンター確認コード（全銀手順の場合）もしくはＪＣＡ取引先コード（ＪＣＡ手順の場合）、パスワード、ファイルアクセ

スキー（以下、「使用コード」といいます）等を銀行に対しあらかじめ届け出るものとします。

〈営業店確認方式をご利用の場合〉

第2条（データ伝送手続）

3. 当社は、本人確認のためのセンター確認コード（全銀手順の場合）もしくはＪＣＡ取引先コード（ＪＣＡ手順の場合）、パスワード、ファイルアクセス

キー（以下、「使用コード」といいます）等を銀行に対しあらかじめ届け出るものとします。

〈営業店確認方式以外をご利用の場合〉

第2条（データ伝送手続）

4. 当社は、本人確認のためのセンター確認コード（全銀手順の場合）もしくはＪＣＡ取引先コード（ＪＣＡ手順の場合）、パスワード、ファイルアクセ

スキー（以下、「使用コード」といいます）等を銀行に対しあらかじめ届け出るものとします。

〈営業店確認方式以外をご利用の場合〉

第2条（データ伝送手続）

4. 当社は、本人確認のためのセンター確認コード（全銀手順の場合）もしくはＪＣＡ取引先コード（ＪＣＡ手順の場合）、パスワード、ファイルアクセス

キー（以下、「使用コード」といいます）等を銀行に対しあらかじめ届け出るものとします。
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